
卓球競技(身体部門)申し合わせ事項
開催日：令和８年５月23日（土）
会 場：東京都障害者総合スポーツセンター 体育館 等

競技規則
本項に定める以外は、令和8 年度公益財団法人日本パラスポーツ協会編「全国障害者スポーツ大会競技規

則」により行う。
競技方法

(1) シングルス11 ポイント５ゲームズマッチのトーナメントで行う（３位決定戦は行わない）。
(2) 同一区分の申込人数が３名の場合は、リーグ戦で行う。また、同一区分の参加者が１名の場合は、障

害区分の近い区分と組み合わせて行う。
(3) タイムアウト制は実施しない。

招集方法
掲示および放送により行う。試合コートに集合しない場合は、再度呼び出しを行うが、10 分を経過して

も集合しない場合は、棄権とする。
ナンバーカード

主催者の用意したもの（肢体不自由者―白色、視覚障害者―緑色、聴覚障害者―黄色）を競技用シャツ背
部に付けること。

表 彰
競技終了後、競技会場で行う。各区分とも１位、２位、３位にメダルを授与する。

その他
(1) 使用球は、3 スタープレミアムクリーン（白40ｍｍ）を使用する。
(2) ＪＴＴＡ公認以外のユニフォームを着用する場合は、事前に本部に申し出ることとし、この場合、

白色は禁止とする。
(3) 競技時間は、進行状況により早まる場合がある。
(4) 選手が会場から離れる場合は、競技進行に支障のないようにすること。
(5) 進行予定は、申し込み締切り後決定する。
(6) 競技方法や招集方法、表彰等に変更が生じる場合がある。
(7) 大会プログラム、ナンバーカードは事前に送付する。
障害別参加区分 （申し込み人数により、１部、２部を併せて競技する場合がある）

区分番号 障  害  区  分

肢体Ⅰ

上肢障害
１ 片上肢障害
２ 両上肢障害

下肢障害

３ 片下腿切断または、片下肢不完全

４ 片大腿切断または、両下腿切断
片下肢完全または、両下肢不完全

５ 片下腿および片大腿切断、両大腿切断または両下肢完全
体幹障害 ６ 体幹

肢体Ⅱ
脳原性麻痺以外
で車いす常用、
使用

７ 第８頸髄まで残存（「第６頸髄まで残存」、「第７頸髄まで残存」
は出場できるものとする。）

８ 座位バランスなし
９ その他の車いす

肢体Ⅲ 脳原性麻痺

10 車いす使用
11 杖または、松葉杖使用
12 上肢に不随意運動あり
13 上肢に不随意運動なし
14 片側障害

視 覚 16 アイマスクまたは、アイシェードなし
聴 覚 17 聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害



区
分
番
号

障害区分

1 　片上肢障害

2 　両上肢障害

3
　片下腿切断
　片下肢不完全

6 　体幹

7 　第8頸髄まで残存

8 　座位バランスなし

9 　その他の車いす

10 　車いす使用

11 　杖、松葉杖使用

12 　上肢に不随意運動あり

13 　上肢に不随意運動なし

14 　片側障害

16 　アイマスク・アイシェード無し

17 　聴覚障害

18 　知的障害

19 　精神障害

※ サウンドテーブルテニス

15 　アイマスクまたは、アイシェードあり

● 肢体Ⅰ　(切断、機能障害で立位)

・車いすを使用して競技をする全ての脳原性麻痺者

・頸部、胸部、腹部及び腰部(脊柱)のみに変形がある者
(脊椎カリエスなどによる体幹の障害が該当し、四肢の機能障害を伴う場合は該当しない)

【卓球区分解説】

　片大腿切断
　両下腿切断
　片下肢完全
　両下肢不完全

● 肢体Ⅲ　(脳性麻痺、脳血管疾患、脳外傷等)

・両側の上肢に機能障害がある者
・両側の上肢の切断者

・下肢麻痺で、背もたれのない座位の状態で両手の支えなく座ることができる者
・脳原性麻痺や脊髄麻痺以外の車いす使用者

・片側の上肢に機能障害がある者
・片側の上肢の切断者

4

・（足部の切断を含む）片側の下腿の切断者
・片側の股・膝・足関節のうち一または二関節に機能障害がある者

解説

　片下腿および片大腿切断
　両大腿切断
　両下肢完全

● 肢体Ⅱ　(脊髄損傷、二分脊椎、骨・関節機能障害、切断といった脳原性麻痺以外の車いす使用者)

・頸髄を損傷し四肢に麻痺がある車いす使用者
・「第6頸髄まで残存」、「第7頸髄まで残存」は出場できるものとする

・下肢麻痺で、背もたれのない座位の状態で両手の支えなく座ることができない者

・（膝関節の離断を含む）片側の大腿の切断者
・（足部の切断を含む）両側の下腿の切断者
・片側の股・膝・足関節の全てに機能障害があり、補装具なしでは体重を支えきれない者
・両側の股・膝・足関節のうち一または二関節に機能障害がある者

・上肢に協調運動障害のない立位者

・片側の下腿切断及び片側の大腿の切断者
・（膝関節離断を含む）両側の大腿の切断者
・両側の股・膝・足関節の全てに機能障害があり、補装具なしでは体重を支えきれない者

各自で用意した光を通さないアイマスク または アイシェードを装着する

● 聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害

● 知的障害

5

・片側の上下肢に可動域制限や麻痺等の障害があるが、杖や松葉杖等を
　使用して競技をしない立位者

●視覚障害

● 精神障害

● 視覚障害

・杖や松葉杖などを使用して競技をする者

・意図的な動作に障害がある等の上肢の協調運動障害がある立位者


